
     ２０２６年度 C 級審判員養成講習会実施要項（米子会場） 

 
１ 目 的 

日本ボッチャ協会競技規則にて実施される大会において、審判・線審・計時を担当し、 

公正かつ円滑な試合運営を担うことができる審判員の養成を目的とする。 

 ※全国障害者スポーツ大会ボッチャ競技審判の講習会ではありません。 

２ 主 催  一般社団法人日本ボッチャ協会  

３ 主 幹  一般社団法人日本ボッチャ協会 ルール審判部 

４ 協 力  鳥取県ボッチャ協会 

５ 会 場  米子サン・アビリティーズ 〒683-0003 鳥取県米子市皆生 3 丁目 16-20 

６ 日程及び内容 

  ① 講 習：競技規則を正しく理解するとともに、基本的な審判所作を習得する 

 ５月３０日(土) １３：００～１７：００ 

13:00 講 義;競技役員の役割/審判としての心得 

15:30 実 技;審判に必要な基本的スキル 

17:00 1 日目終了 

５月３１日（日）９：３０～１６：３０ 

9:30 実 技;審判に必要な基本的スキル・iPad を使ってのタイマー練習 

12:00 休 憩 

13:00 実 技;個人戦形式での実技演習 

15:30 実技終了 

16:00 筆記試験 

16:30 終 了 

※筆記試験の合否結果及び実践演習会場については、6 月 3 日までにメールにて通知する。 

② 実践演習：講習で取得した内容を実践し、適性を確認する ※筆記試験合格者のみ 

ア：6 月 13 日（土）〜14 日（日)：愛知県名古屋市 

イ：6 月 20 日（土）〜21 日（日)：鳥取県米子市 

ウ：7 月 24 日（土）～25 日（日)：千葉県千葉市 

エ：8 月 29 日（土）       ：岩手県盛岡市  

※申込フォームより参加可能な会場を選択すること 

※詳細案内は各大会開催前に個別に通知する 

 

７ 受講資格 下記 1～6 のすべての要件に該当する者であること 

  ①日本ボッチャ協会に審判員として会員登録をし、協会主催大会等にて公認審判員として 



   継続的に活動する意志のある者 

②D 級審判員資格保有者（D 級取得後 1 年を経過し、全国障害者スポーツ大会予選会ボッチャ競技、 

 フレンドリーマッチ版大会にて審判経験を有すること） 

 ※一般社団法人日本ボッチャ協会 公認審判員資格制度（別表 1）参照 

③ 講習会の全日程(上記 6.①②)に参加可能であること 

④２０２６年４月１日現在で１８歳以上の者 

⑤障害の有無は問わないが、選手とのコミュニケーションが取れ、違反球の除去や計測は自身で 

 正確かつ迅速に行えること 

⑥メールでのやり取りが可能であること 

 (合否判定や以降の審判案内など、全ての連絡はメールにて行う) 

８ 参加定員   ３０名程度 

    申込者が定員を超過した場合は、申込締切後、ルール審判部にて活動実績等を参考に受講者を決定 

※ 受講の可否は 4 月２６日（日）までにメールにて通知する 

 

９ 講 師   一般社団法人日本ボッチャ協会 ルール審判部 

 

 10 受講料 ５，０００円  

     ※受講確定後、速やかに指定の口座に振り込むこと（振込手数料はご負担願います） 

※振込先については、受講決定連絡の際に通知する 

※振り込み期限を過ぎた場合は受講不可となる 

※一度入金された受講料は原則として返金しない（主催者都合で開催中止の場合は全額返金） 

 

 11 申込方法  下記申込フォーム（Google フォーム）から申し込みを行うこと 

https://forms.gle/ca4NwkcPN4NbqnZ17 

     申込期間  2026年 4月 13日（月）～24日（金）18時 00分 

※申込後、受付確認メールが届かない場合は、申込が完了していないので再度入力すること 

※申し込みに関する問合せ先：ルール審判部 E-mail：referee.committee@japanboccia.net 

 

  12 その他 

 （１）日本ボッチャ協会競技規則 2025-2028v.1 を各自で用意すること 

（※日本ボッチャ協会ホームページよりダウンロードして持参する） 

 （２）筆記用具・体育館シューズを持参すること 

 （３）昼食、宿泊（必要な場合）は、各自で手配する 

 （４）主催者において傷害保険には一括加入するが、健康管理には各自留意する 

https://forms.gle/ca4NwkcPN4NbqnZ17
mailto:referee.committee@japanboccia.ne
mailto:referee.committee@japanboccia.net


 （５）日本ボッチャ協会に審判員として登録がない場合は、Ｃ級の資格を取得できない 

 ・登録方法及び登録に関する問い合わせは日本ボッチャ協会ホームページ参照 

 ・別途登録費用が必要となる 

 （６）現時点で審判員資格（Ａ～Ｃ級）を有する会員は本講習を受講することはできない 

 

 


